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市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
　
年
度
か
ら
就
学
援
助
の
支
給

３０
費
目
の
う
ち
、
新
入
学
児
童
生
徒

学
用
品
費
を
入
学
前
に
支
給
し
ま

す
。
　
【
対
象
と
な
る
家
庭
】　
年
２
月

３１

１
日
現
在
市
内
に
居
住
し
、　

年
３１

４
月
に
公
立
小
・
中
学
校
に
入
学

予
定
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
、

お
子
さ
ん
と
生
計
を
一
に
す
る
方

全
員
が
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

　
①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方
（
た
だ
し
、
認
定

基
準
を
上
回
る
収
入
が
あ
る
場
合

や
転
出
の
場
合
を
除
く
）

　
②
住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
年
金
な
ど
が
減
免
の
方

　
③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　
④
生
計
を
一
に
す
る
全
員
の　
２９

年
分
の
総
収
入
が
認
定
基
準
以
下

の
方
　
認
定
基
準
、
申
請
方
法
な
ど
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
学
事
係
☎
４

７
０
・
７
７
７
９
へ
。

第
３
回
市
議
会
定
例

会
を
９
月
４
日（
火
）

か
ら
開
催
し
ま
す

　
　
年
第
３
回
市
議
会
定
例

３０
会
が
９
月
４
日
（
火
）
～　
２６

日
（
水
）
の
日
程
で
開
催
の

予
定
で
す
。

　
一
般
質
問
が
６
日
（
木
）

～　
日（
火
）、常
任
委
員
会

１１
が　
日
（
木
）
～　
日
（
火
）、

１３

１８

予
算
特
別
委
員
会
が　

日
１９

（
水
）
の
予
定
で
す
（
い
ず

れ
も
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

は
休
会
）。
な
お
、決
算
特
別

委
員
会
は　
月
３
日
（
水
）

１０

～
５
日
（
金
）
の
予
定
で
す
。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎

４
７
０
・
７
７
８
９
へ
。

　
現
在
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を
お
持
ち

の
方
に
は
、
８
月
下
旬
に
東
京
バ

ス
協
会
か
ら
「
シ
ル
バ
ー
パ
ス
更

新
手
続
き
の
ご
案
内
」
が
送
付
さ

れ
ま
し
た
。
内
容
を
確
認
の
上
、

左
下
表
の
会
場
に
必
要
書
類
を
持

参
し
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】都
内
に
住
所
を
有
す
る

満　
歳
以
上
の
方

７０
　
【
費
用
】①　
年
度
の
住
民
税
が

３０

「
課
税
」
の
方
＝
２
万
５
１
０
円

②　
年
度
の
住
民
税
が「
非
課
税
」

３０
の
方
＝
１
０
０
０
円
③　
年
度
経

３０

過
措
置
対
象
の
方
＝
１
０
０
０
円

　
※　
年
度
経
過
措
置
対
象
の
方

３０

と
は
、　

年
度
の
住
民
税
が
「
課

３０

税
」
で
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
で
す
。

　
▼　
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１

２９

２
５
万
円
以
下
の
方
▼　
年
度
の

１７

住
民
税
が
非
課
税
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
り
、　

年
度
経
過
措
置
を
受

２９

け
た
方

　
【
必
要
書
類
】シ
ル
バ
ー
パ
ス
更

新
申
込
書
▼
現
在
使
用
中
の
シ
ル

バ
ー
パ
ス
▼
本
人
確
認
書
類
（
保

険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証
な
ど
）

　
※
前
記
費
用
の
②
に
該
当
す
る

方
は
次
の
い
ず
れ
か
１
点
を
追
加
。

　
（
ア
）「　
年
度
介
護
保
険
料
額

３０

決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」
の

所
得
段
階
区
分
欄
に
「
１
～
６
」

の
い
ず
れ
か
の
記
載
の
あ
る
も
の

▽
（
イ
）　

年
度
住
民
税
非
課
税

３０

証
明
書
▽
（
ウ
）
生
活
保
護
受
給

証
明
書
（　
年
４
月
以
降
の
生
活

３０

扶
助
）

　
※
前
記
費
用
の
③
に
該
当
し
、

　
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５

２９万
円
以
下
の
方
は
次
の
い
ず
れ
か

１
点
を
追
加
。

　
（
エ
）「　
年
度
介
護
保
険
料
額

３０

決
定
通
知
書
兼
納
入
通
知
書
」
で

合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以

下
の
記
載
が
あ
る
も
の
▽
（
オ
）

　
年
度
住
民
税
課
税
証
明
書

３０
　
【
ご
注
意
】前
記（
ア
）・（
エ
）は
、

７
月　
日
付
で
介
護
福
祉
課
か
ら

１１

送
付
し
た
通
知
書
（
緑
色
の
封
筒

に
同
封
）
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、（
ア
）・（
エ
）
は
再
発
行
で

き
ま
せ
ん
。（
イ
）・（
オ
）
は
、
課

　
市
で
は
、
保
育
園
の
待
機
児
童

解
消
策
を
計
画
的
に
進
め
る
と
と

も
に
、
施
設
の
老
朽
化
が
進
ん
で

い
る
市
立
保
育
園
の
当
面
の
方
向

性
を
示
す
た
め
、「
東
久
留
米
市
保

育
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
整
備
・
運
営

及
び
提
供
体
制
に
関
す
る
実
施
計

画
」（
以
下
「
実
施
計
画
」）
を
策

定
し
、
推
進
し
て
い
ま
す
。

待
機
児
童
解
消
へ 

向
け
た
取
り
組
み

　
　
年
度
以
降
、
保
育
園
の
開
設

２８
な
ど
に
よ
り
、
２
７
９
人
の
定
員

増
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。　

年
４

３０

月
の
待
機
児
童
は　
人
（
同
時
点

３８

で
の
保
育
所
な
ど
の
空
き
定
員
は

待
機
児
童
が
い
る
０
歳
～
２
歳
児

で　
人
分
）
に
な
り
ま
し
た
（
下

５６
図
参
照
）。

　
ま
た
、　

月
に
は
「（
仮
称
）
ト

１０

レ
ジ
ャ
ー
キ
ッ
ズ
ひ
が
し
く
る
め

保
育
園
」
の
新
規
開
設
に
よ
り　
７２

人
の
定
員
増
を
予
定
し
、　

年
４

３１

月
に
は
、
１
３
０
人
程
度
の
保
育

園
の
開
園
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
中
、
重
点

施
策
の
一
つ
に
位
置
付
け
て
い
る

保
育
園
の
待
機
児
童
解
消
へ
向
け

て
、　

年
度
予
算
で
は
、
私
立
保

３０

育
園
施
設
整
備
費
や
運
営
に
か
か

る
給
付
費
な
ど
が
、
昨
年
度
予
算

と
比
較
し
、
大
き
く
増
額
し
て
い

ま
す
。

　
今
後
、
実
施
計
画
に
沿
っ
て
、

児
童
を
取
り
巻
く
状
況
な
ど
を
注

視
し
、
保
育
ニ
ー
ズ
と
提
供
体
制

の
均
衡
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
に

応
じ
た
施
設
整
備
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

市
立
保
育
園
の 

民
間
化
（
※
）
計
画

　
実
施
計
画
を
推
進
し
、
市
立
保

育
園
の
民
間
化
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
次
の
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
▼
民
間
活
力
へ
転
換
を
図
る
こ

と
で
、
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

保
育
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
、
保

護
者
の
選
択
肢
の
拡
大
が
図
れ
る

　
▼
保
育
園
の
運
営
に
か
か
る
経

費
の
縮
減
が
図
れ
る
（
保
育
園
の

運
営
に
か
か
る
経
費
は
、　

年
度

２８

決
算
額
を
基
に
す
る
と
、
園
児
１

人
当
た
り
の
市
費
負
担
年
額
は
、

公
立
が
約
１
３
２
万
円
、
公
設
民

営
が
約
１
０
５
万
円
、
私
立
が
約

　
万
円
で
す
〈
公
立
・
公
設
民
営

７３

　
現
在
、乳
幼
児
医
療
費
助
成（
マ

ル
乳
）・義
務
教
育
就
学
児
医
療
費

助
成
（
マ
ル
子
）
の
医
療
証
を
お

持
ち
で
、
現
況
届
が
省
略
に
な
っ

た
方
、
ま
た
は
現
況
届
を
提
出
済

み
の
方
に
は
、　

月
１
日
（
月
）

１０

か
ら
使
用
す
る
医
療
証
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
況
届
が
必
要
な
方
に

は
、
６
月
中
旬
に
書
類
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
現
況
届
が
未
提
出
の

方
は
早
め
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

所
得
超
過
の
方

　
マ
ル
子
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。　

年
度
か
ら
所
得
超
過
に

３０

よ
り
資
格
が
消
滅
す
る
方
に
は
、

受
給
資
格
喪
失
通
知
書
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に
な
る
方

　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
の
た
め
マ

ル
子
の
対
象
で
な
か
っ
た
方
で
、

　
年
度
に
対
象
に
な
る
方
（
下
表

３０参
照
）
は
、
９
月
中
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
児
童
青

少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
で
配
布

し
ま
す
。

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】対
象
児

童
の
健
康
保
険
証
の
写
し
▼
認
め

印
　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
。

は
理
論
値
を
含
む
〉）

　
▼
市
立
保
育
園
を
閉
園
す
る
こ

と
で
、
施
設
の
老
朽
化
へ
の
対
応

と
い
っ
た
課
題
が
解
決
で
き
る

　
ま
た
、
実
施
計
画
で
は
、
し
ん

か
わ
保
育
園
を
民
間
化
対
象
園
に

選
定
し
、　

年
度
の
０
歳
児
か
ら

３１

段
階
的
に
募
集
を
停
止
し
、
在
園

児
が
卒
園
し
た
後
に
閉
園
す
る
と

い
う
民
間
化
計
画
も
定
め
て
い
ま

　
市
の
長
期
的
か
つ
総
合
的
な
ま

ち
づ
く
り
の
指
針
で
あ
る
第
４
次

長
期
総
合
計
画
は　
年
度
で
計
画

３２

期
間
が
終
了
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、

　
年
度
を
始
期
と
す
る
「
東
久
留

３３米
市
第
５
次
長
期
総
合
計
画
」
を

策
定
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え

方
や
進
め
方
を
示
し
た
策
定
方
針

を
定
め
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
方

針
に
沿
っ
て
策
定
作
業
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。
策
定
方
針
は
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１

階
）・
企
画
調
整
課
（
同
４
階
）、

中
央
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東

部
の
各
図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
企
画
調
整
課
☎
４
７

０
・
７
７
０
２
へ
。

　
市
で
は
、
幼
児
を
私
立
幼
稚
園

な
ど
（
学
校
教
育
法
に
定
め
ら
れ

た
幼
稚
園
お
よ
び
都
知
事
認
定
の

幼
稚
園
類
似
施
設
）
に
通
園
さ
せ

て
い
る
保
護
者
を
対
象
に
「
私
立

幼
稚
園
等
就
園
奨
励
費
補
助
金
」

と
「
私
立
幼
稚
園
等
園
児
保
護
者

補
助
金
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
６
月
か
ら
各
幼
稚
園
を
通
し
て

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
早

め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
最
近
市
外
か
ら
転
入
し

た
方
で
、
前
住
所
地
で
手
続
き
を

行
っ
た
方
も
、
改
め
て
東
久
留
米

市
に
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
に
移
行
し
た
園
に
通
園
し

て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
１
号

認
定
児
童
が
保
護
者
補
助
金
の
み

対
象
、
２
号
認
定
児
童
は
ど
ち
ら

の
補
助
も
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
保

育
・
幼
稚
園
係
☎
４
７
０
・
７
７

４
５
へ
。

す
。
な
お
、
そ
の
他
の
市
立
保
育

園
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
民
間
化

の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
※
民
間
化
＝
実
施
計
画
で
は
、

施
設
の
老
朽
化
の
程
度
な
ど
を
踏

ま
え
、
市
立
保
育
園
を
閉
園
し
、

民
間
サ
ー
ビ
ス
へ
の
転
換
を
図
る

こ
と
を
市
立
保
育
園
の
民
間
化
と

定
義
し
て
い
ま
す
（
な
お
、
民
間

化
す
る
市
立
保
育
園
は
低
年
齢
児

か
ら
段
階
的
に
募
集
を
停
止
し
ま

す
が
、
在
園
児
は
当
該
園
で
の
卒

園
を
保
障
し
ま
す
）。

　
詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
☎
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

税
課
（
市
役
所
２
階
）
で
発
行
し

て
い
ま
す
（
有
料
）。（
ウ
）
は
、

「
生
活
扶
助
」
を
表
す
記
載
が
あ

る
も
の
の
み
使
用
で
き
ま
す
（
本

人
確
認
書
類
と
の
兼
用
が
可
能
）

◎
新
規
手
続

　
更
新
臨
時
会
場
で
新
規
の
シ
ル

バ
ー
パ
ス
の
発
行
は
、
取
り
扱
い

を
し
て
い
ま
せ
ん
。
新
規
手
続
き

に
つ
い
て
は
、
広
報　
月
１
日
号

１０

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル

バ
ー
パ
ス
専
用
電
話
☎
０
３
・
５

３
０
８
・
６
９
５
０
（
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）
へ
。

「
東
久
留
米
市
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
整
備
・

運
営
及
び
提
供
体
制
に
関
す
る
実
施
計
画
」
を

推
進
し
て
い
ま
す

新
し
い
マ
ル
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97人17人17人７人15人12人29人
計５歳４歳３歳２歳１歳０歳

38人０人０人０人13人22人３人
計５歳４歳３歳２歳１歳０歳

30年度保育所等入所空き状況（年齢別内訳）

30年度保育所等利用待機児童数（年齢別内訳）

保育所等定員総計および
保育所等利用待機児童数の推移　各年度４月１日時点

※30年度の空き状況は97人。※30年度の空き状況は97人。※30年度の空き状況は97人。
保育所等利用待機児童数保育所等利用待機児童数保育所等利用待機児童数保育所等定員総計保育所等定員総計保育所等定員総計（人） （人）

38人38人38人
67人67人67人

92人92人92人87人87人87人84人84人84人120人120人120人
104人104人104人

2247人2247人2247人2141人2141人2141人1984人1984人1984人1949人1949人1949人1883人1883人1883人1799人1799人1799人1792人1792人1792人

義務教育就学児医療費助成 所得制限限度額表
（３０年１０月以降）
※３０年度（２９年分）所得で判定。

収入額の目安所得額扶養親族等の数
８３３万３,０００円６２２万円０人
８７５万６,０００円６６０万円１人
９１７万８,０００円６９８万円２人

９６０万円７３６万円３人
１,００２万１,０００円７７４万円４人
１,０４２万１,０００円８１２万円５人

※「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です。判定は所得額で行い、収
入額は用いません。

※年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に換算します。
※所得制限額に加算する金額
　◎老人扶養親族１人につき　　　　　　　　６万円
　◎扶養親族等が６人目以降１人増すごとに　３８万円
※所得額から控除できる金額
　◎社会保険料相当額　　　一律８万円
　◎雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の控除相当額
　◎障害者控除額　　　（普通）２７万円（特別）４０万円
　◎寡婦（夫）控除額　（普通）２７万円（特別）３５万円
　◎勤労学生控除額　　　　　　２７万円

東京都シルバーパス更新臨時会場と開設日時
開設日会場

９月１８日（火）～２１日（金）、
２５日（火）～２８日（金）

市役所１階ロビー
特設会場

９月１４日（金）浅間町地区センター
１階談話室

９月１０日（月）～１３日（木）西部地域センター
３階講習室

９月６日（木）・７日（金）南部地域センター
２階講習室

９月３日（月）～５日（水）東部地域センター
１階講習室

９月１０日（月）～１４日（金）、
１８日（火）～２１日（金）

西武バス東久留米駅
旧案内所
※開設時間はすべて午前１０時～午後４時です。
※上記の会場では、更新のみ受け付けます。新規発行の手続きはできま
せんのでご注意ください。

「
東
久
留
米
市
第
５
次
長
期
総
合
計
画
」の

策
定
方
針
を
定
め
ま
し
た


